
R７年度まで申請可能だったケースです。不採択だった場合も有ります。 R８年度の経過措置として、R７年度時点の事業年数を団体の年数と読み替えることとします。

昨年度 今年度 R５ R６ R７ R８ 申請
B事業 B事業

１年目 １年目
１年目
↓

団体1年目

2年目
↓

団体2年目

新事業１年目
団体４年目

団体としては４年以上助成でも、事業内容を変えれば、 ・違う分野・対象者への新事業での申請 団体上限３年の

今年度も新事業Bでの申請が可能だった ・前年度助成事業は実施しない（小規模での実施） 適用外

R５ R６ R７ R８

１年目
↓

団体１年目

２年目
↓

団体２年目

（特例） ＋ 団体上限３年の 特例

違う分野・対象者への新事業Bでの申請し、かつ 適用外だが
前年度助成事業Aの同規模での計画提出・実施 特例適用

昨年度 今年度 R５ R６ R７ R８
継続事業 継続事業

３年目 １年目 ➡ ３年目
１年目
↓

団体1年目

３年目
↓

団体３年目

団体として４年以上助成だが、今年度はA事業３年目なので申請が可能だった 団体としては４年以上だが、７年度A事業２年目を団体２年目とみなし申請が可能 団体上限３年以内 経過措置

昨年度 今年度 R５ R６ R７ R８
継続事業 継続事業

３年目 助成なし ➡ ３年目 助成なし
２年目
↓

団体２年目
〇 ④

団体としてA事業２年目なので今年度申請が可能だった R８年度はA事業２年目を団体２年目とみなすため、申請が可能

昨年度 今年度 R５ R６ R７ R８
継続事業 A事業 継続事業 A事業

３年目 助成なし 助成なし １年目 ➡ ３年目 助成なし 助成なし
新事業１年目
団体１年目 〇 ⑤

団体として新事業Aは１年目なので今年度申請が可能だった R８年度は団体として１年目となるため、申請が可能

昨年度 今年度 R５ R６ R７ R８
新事業 新事業 新事業 A事業 新事業 新事業 新事業 A事業

１年目 １年目 １年目 １年目 ➡ １年目 １年目 １年目 新事業１年目 ✕ ⑥
団体として新事業Aは１年目なので今年度申請が可能だった ・違う分野・対象者への新事業での申請

・前年度助成事業は実施しない（小規模での実施） 適用外

①

②

③

経過措置

団体上限３年の

R
8
年
度
〜

〜
R
７
年
度
ま
で

A事業

A事業

３年目

３年目２年目

A事業

１年目 ２年目

新事業１年目

A事業

１年目
↓

団体１年目

２年目
↓

団体２年目

同一団体への上限３年助成の考え方

団体上限３年以内

団体上限３年以内

〇

✕

〇

２年目

A事業 A事業

A事業

３年目
↓

団体３年目

継続４年目（助成対象外）
↓

団体４年目

B事業

➡

3年目
↓

団体3年目


